
榛東村外国語指導助手設置事業に係る 

労働者派遣業者選定プロポーザル実施要項 

 

 

１．事業の目的 

この実施要領は、榛東村外国語指導助手設置事業の契約相手方を公募型プロポーザル方 

式により選定するために必要な事項を定める。 

 

２．業務委託の概要 

（１）業務名 

    榛東村外国語指導助手設置事業 

（２）委託期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日（１年間）までとする。 

（３）業務内容 

    榛東村外国語指導助手設置事業仕様書（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

（４）業務の目的 

本業務は、外国語教育の充実及び児童生徒の国際理解教育の推進を図るため、質の高

いALT を配置し、外国語授業の補助・指導、校内国際理解教育等を適切に実施すること

を目的とする。 

（５）提案上限金額 

    金１０，１１３，８４０円（消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）を含

む。） 

   ※上限額であり契約予定価格を示すものではない。 

 

３. 契約相手方選定方法 

      公募型プロポーザル方式 

 

４．参加資格 

   本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たしていることを条件とす

る。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し 

ないこと。 

（２）  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づき更生手続の開始申立てをし  

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づき再生手続の開始 

申立てをしている者でないこと。 

（３）  榛東村入札参加停止基準による入札参加停止措置を受けていないこと。 



（４）  国税又は地方税を滞納していないこと。 

（５）  令和２年４月から令和７年３月までの間に、国内地方公共団体における本業務と同種

又は類似業務の受託実績を有していること。 

 

５．スケジュール 

※日程は、村の都合により変更する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.参加申込み 

「４．参加資格」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記の必要書類を

提出すること。なお、参加申込書の提出がない場合は、企画提案書を受け付けないものとす

る。 

（１） 提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 会社概要書（様式２／会社パンフレットも添付可） 

③ 業務実績書（様式３） 

④ 企画提案書（任意様式／表紙を除いて２０ページ以内とする。） 

・企画提案書には業務スケジュール及び業務体制を記載すること。 

・体裁は原則としてＡ４判（Ａ３判の折込みも可）とし、縦横は問わないが横書きとす

る。 

⑤ 見積書（様式４） 

（２） 提出部数 

提出書類は正本１部、副本６部を作成し提出すること。 

（３） 提出方法 

     持参又は郵送により提出すること。 

なお、郵送の場合は、提出期限までの必着とし、郵送事故等について、村はその責め 

を負わない。 

（４） 提出期限 

【①、②及び③】 

     令和８年２月９日（月）まで 

実施内容 実施期間又は期日 

実施要項等の公表 令和８年 １月２１日（水） 

質問書の提出期限 令和８年 １月２９日（木） 

質問書の回答 令和８年 ２月 ４日（水） 

参加申込書受付期限 令和８年 ２月 ９日（月） 

企画提案書提出期限 令和８年 ２月１６日（月） 

プレゼンテーション審査 令和８年 ２月２０日（金） 

審査結果通知 令和８年 ２月２７日（火） 



     持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで 

     【④及び⑤】 

令和８年２月１６日（月）まで 

     持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで 

（５） 提出先 

３７０－３５９３ 

群馬県北群馬郡榛東村新井７９０番地１ 榛東村役場 

榛東村教育委員会事務局学校教育課 担当：富澤 

電 話：０２７９－２６－２７６２ 

ＦＡＸ：０２７９－５４－８２２５ 

 

７．質問の受付及び回答 

（１） 受付方法 

本業務に関し質問がある場合は、質問書（様式５）により令和８年１月２９日

（木）までに下記へメールで提出すること。 

榛東村教育委員会事務局学校教育課 E-mail：g-kyoiku@vill.shinto.gunma.jp 

（２） 回答方法 

     令和８年２月４日（水）までに、村ホームページに掲載する。 

 

８．プレゼンテーション審査 

プレゼンテーション審査は、選定委員会においてプロポーザル審査基準（別紙１）に基

づき次のとおり実施する。 

（１） 実施日 

令和８年２月２０日（金） 

（２） 実施場所 

    企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）に対し、別途通知する。 

（３） 提案時間 

     ３０分以内（３０分を経過した場合は、直ちに終了する。） 

（４） 質疑応答 

     １５分以内（ただし、時間を延長する場合がある。） 

（５） その他 

     パソコンの画面等をスクリーンに投影する方法でプレゼンテーションを行う場合、

村が準備したプロジェクター、スクリーン、プロジェクター用ケーブル及び電源を利

用し、パソコンは提案者が用意すること。 

     なお、選定委員会が認めた場合は、ＷＥＢでの参加も可とする。 

 



 

９．審査結果通知 

   令和８年２月２７日（金）までに、プレゼンテーションを行った全ての提案者にメール 

にて通知する。 

   なお、結果に対する異議等は一切受け付けない。 

 

１０．提案者の失格 

    提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１） 「４．参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（２） 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（３） 審査の公平性を害する行為があった場合 

（４） 提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

（５） 提案に当たり著しく信義に反する行為があり、選定委員会が失格と認めた場合 

 

１１．優先交渉者の選定 

（１） プレゼンテーション審査の最高得点提案者を優先交渉者（以下「交渉者」という。）と 

して選定する。 

（２） 最高得点者となる提案者が２者以上のときは、選定委員会において交渉者を選定する。 

（３） 上位の提案者が辞退又は失格となった場合は、得点の高い提案者から順に交渉者とす 

る。 

（４） いずれの提案者も、評価点の合計が満点の２分の１に満たない場合は、交渉者を選定し 

ない。 

 

１２．プロポーザル審査の中止等 

やむを得ない理由により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、

中止する場合がある。その場合において、本プロポーザルに要した全ての経費は村に請

求できないものとする。 

 

１３．契約について 

村は、決定した優先交渉者と協議し、提案内容を反映した仕様書に調整した後、契約

を締結する。 

 

１４．問合せ先 

本業務に関する問合せ先は、下記のとおりとする。 

３７０－３５９３群馬県北群馬郡榛東村新井７９０番地１ 榛東村役場 

榛東村教育委員会事務局 学校教育課 担当：富澤 



電 話：０２７９－２６－２７６２ 

ＦＡＸ：０２７９－５４－８２２５ 

E-mail：g-kyoiku@vill.shinto.gunma.jp 

 

１５．その他 

（１） 提出期限を過ぎての書類の差し替え及び追加提出は認めない。また、提出された書類は 

返却しない。 

（２） 本プロポーザルに係る経費及び契約書の作成等に係る経費について、村は一切負担し 

ない。 

（３） 本プロポーザルの内容に関わる情報の公開が求められた場合は、榛東村行政文書の公 

開に関する条例（平成１３年榛東村条例第７号）の規定に基づき処理を行う。 

（４） 本プロポーザルへの参加を途中で辞退する場合は、速やかに辞退理由書（任意様式）を

提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


